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財政部が「税籍登記規則」を改正、ネット販売事業者は新しい規

定に注意が必要
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財政部は2022年8月8日、「（改正）税籍登記規則」及び

「（改正）税務機関の営利事業者会計帳簿証憑管理細

則」を公布しました。2023年1月1日から、事業者がイン

ターネットプラットフォーム、モバイルデバイスアプリケー

ション(APP)又はその他の電子方式により、物品又は役

務の販売を専営又は兼営 (以下、「ネット販売に従事」と

称する)する場合、その税籍登記項目に「ドメイン名及び

ネットワークアドレス」及び「会員アカウント」を追加し、か

つ事業者はインターネット販売ウェブサイト及び関連取

引アプリ又はプログラムに「事業者の名称」及び「統一番

号」を明確に開示しなければならないとされました。ネッ

ト販売に従事する事業者（以下、「プラットフォーム事業

者」と称する）は、会員の取引記録の保管及び提示に協

力する義務も負うこととされます。

一、政策の重点説明

A.税籍登記項目の追加

財政部によると、事業者による物品又は役務のネット販

売がますます一般的になっているため、消費者が事業

者の情報を識別しやすくするために、ネット販売事業者

は以下の情報を事業者の税籍登記項目に追加する必

要があります。

1. ドメイン名及びネットワークアドレス

2. 会員アカウント

B.インターネット販売ウェブサイト又はプログラムの見や

すい箇所に以下の情報を開示する必要があります。

1. 事業者の名称

2. 統一番号

C.取引記録の保存

プラットフォーム事業者が電子形式により保存する全て

の必要な取引記録等の情報は、取引に関連する原始証

憑の範囲に属し、規定に基づき保存及び提示しなけれ

ばならないとされています。

二、税籍登記スケジュール

2023年1月1日以降、ネット販売に従事又はそれを計画

する事業者は、事実の発生日から15日以内に前述の

ネット販売時の要登記事項の変更登記申請を行う必要

があります。

三、指導期間及び罰則

改正後の規定により、2023年1月15日までにネット販売

時の要登記事項の変更登記申請を行う必要があります。

但し、2023年1月1日から同年4月30日まで(計4個月間)

は指導期間とされ、当該期間においては規定に基づい

た対応ができていない場合でも罰則は免除されます。但

し、同年5月1日以降、規定に基づき対応していない場合、

営業税法第46条第1号に、期間を設けて改正又は補足

処理を通知するほか、NT$1,500以上NT$30,000以下の

過料を科する、と規定されています。

四、留意事項

企業が業務形態を見直しネット販売を開始する場合、上

述の規定及びスケジュールに従って、国税局にネット販

売に関する登記事項の変更が必要になる点にご留意く

ださい。実際に変更登記が必要な場合は、弊事務所ま

でお問い合わせください。
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